２０年経験者研修　社会体験・ボランティア体験研修実施要項細則

１　目　的

体験研修をとおして、学校の中核となる幅広い視野を持った教員としての資質の向上を図るとともに、幼児・児童・生徒の健全な育成に資するものとする。
２　研修日数　　　　
３日以上４日以内とする。
３　研修方法と内容
　(1) 方法
　　　２０年経験者研修教員が自ら開拓し、社会体験・ボランティア体験研修を行う。
　(2) 内容

　　　以下の内容例を参考に社会体験・ボランティア体験研修を行う。

	　（内容例）
・民間企業における職務体験

　　　　・社会福祉施設等における職務体験

　　　　・異校種における職務体験

・各種団体の奉仕活動への参加

・所属校の所在する地域との連携促進につながる諸活動への参加


　　　　
４　研修計画書の作成
　　研修計画書の作成に当たっては次の点に留意する。
(1)  校（園）長は、２０年経験者研修教員と面談の上、「２０年経験者研修計画書」（様式１）を作成し、所管する教育委員会の教育長に提出する。
(2)  半日又は１日を単位として設定する。
　(3)  校（園）長は、依頼書（様式５－１）を作成し、社会体験・ボランティア体験研修を実施する施
    設等に提出する。
５　研修の代替 

(1) 社会体験・ボランティア体験の経験がある者
次の条件のすべてを満たした者は、「代替承認願」（様式３）に基づいて所管する教育委員会の教育長が審査し、社会体験・ボランティア体験研修の代替を認める。
ア　教職経験１６年目以降２０年目までの体験研修であること

イ　体験研修内容が３(２)に示したものであること

ウ　体験研修の証明や内容が示せるものであること
　なお、社会体験・ボランティア体験研修の代替日数が３日に満たない場合は、残りの日数に相当する社会体験・ボランティア体験研修を実施するものとする。
(2)  県教育委員会又は市町村教育委員会の指定する体験研修等を修了した者
　　  次のいずれかに該当する者は、「代替届」（様式３）を所管する教育委員会の教育長に提出することをもって代替とする。
ア　ボランティア休暇を取得し、３日以上ボランティア活動を行った者

イ　埼玉県社会福祉協議会が主催する「彩の国ボランティア体験プログラム」に参加し、３日以上活動を行った者

ウ　「民間企業等派遣研修」を修了した者
エ　市町村教育委員会の指定する体験研修を修了した者　
オ　「青年海外協力隊」へ参加した者

なお、この指定する体験研修等は教職経験１５年目以前のものでも認める。
６　服務

出張とする。

７　研修報告

(1) ２０年経験者研修教員は、社会体験・ボランティア体験研修終了後、所属校において研修の報告
会を行う。

(2)  校（園）長は、「２０年経験者研修報告書」（様式２）を作成し、所管する教育委員会の教育長に提出する。
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